
金
利
・
％ 

時 の 話 題   ～ 平成１８年度 第５号（Ｈ１８．５調査情報課）～ 

消費者金融 
～グレーゾーン金利廃止～ 

先月１４日、金融庁は、消費者金融大手のアイフルが強

引な取立てを行ったとして、全店営業停止処分とした。消

費者金融を巡っては、様々な問題があるが、「グレーゾーン

金利」に注目が集まり、金融庁は廃止の方向で検討してい

る。しかし、根底にある貸し手の過剰融資や借り手の多重

債務の解決に向け、幅広い対策の検討も必要ではないか？ 

１ 消費者金融の現状 

 消費者金融やクレジット

などは、出資法の上限金利

（年利２９．２％）を下回

り、利息制限法の上限金利

（年利１５～２０％）を超

える金利で貸し付けてき

た。 

 利息制限法と出資法が定

める上限金利の間が、『グ

レーゾーン金利』と呼ばれ

る。利息制限法では、上限

を超える金利は無効としな 

図１ 業態別貸出約定平均金利(平成16年3月末) 
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出所：金融庁、日本銀行、全国信用組合中央協会 

がらも、貸金業規制法で、借り手が自らの意思で利息を支払い、貸金業者が適切な契約書

や受領書を交付している時は、有効な利息の弁済とする「みなし弁済規定」で認めている。 

業態別貸出約定平均金利（図１）を見ると、貸金業者の金利は、金融機関と比較して突

出して高くなっている。中でも、消費者向貸付は２１．３６％とグレーゾーン金利での貸

付けが一般的に行なわれている。 
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○利息の契約は刑事罰の対象 
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を交付すれば有効とみなす 
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 消費者金融の利用者の中には、多

重債務に陥る人が増加しており、返

済不能となって自己破産を申立てる

件数も拡大している（図２）。平成  

１６年における自己破産申立件数

は、約２１万件となっている。 

 多重債務者は、２００万人以上存

在するといわれており、さらに自己

破産が拡大する可能性がある。必要

な金額以上の借入を勧める過剰貸付

け、機械による簡単な手続での安易 

図２ 自己破産申立件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：最高裁判所 

 な借入の増加などが、原因の一つとして挙げられる。 

また、全店業務停止の処分を受けた消費者金融大手・アイフルが行っていたような強引

な取立てから、自殺や夜逃げなどに至るケースの増加も問題化している。 

２ 国の動き 

図３ 出資法と利息制限法の上限金利の推移 
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出所：金融庁「貸金業制度等に関する懇談会」資料 

昭和５８年の改正 [サラ金問題] 

○貸金業規正法制定 

・貸金業者の登録制度、取立制限、書面交付義務、みなし弁済など 

○出資法改正 

・上限金利を段階的に４０．００４％に引下げ 

平成１１年の改正 [商工ローン問題] 

○貸金業規正法改正 

・保証人への書面交付義務、求償権を取得した者への取立

規制の適用など 

○出資法改正 

・上限金利を２９．２％に引下げ 

平成１５年の改正 [ヤミ金融問題] 

○貸金業規正法改正 

・貸金業者の登録要件厳格化、無登録業者に対する規制

強化、取立規制強化、貸金業務取扱主任者制度創設、

罰則強化、109.5%を超える高金利の場合の貸付契約無

効化など 

○出資法改正 

・高利要求罪創設、罰則強化 

平成16年：211,402件 

平成12.6.1  平成16.1.1 



サラ金、商工ローン、ヤミ金融など、貸金業をめぐる社会問題の発生に対応するため、

その都度法改正が行われてきた(図３)。 
 
図４ 平成18年1月13日 最高裁判決 
 
■訴訟内容 貸金契約に「返済が滞れば一括弁済する」

との特約がある場合、業者が利息制限法の上限を超えた利息

を受け取れるかどうかが争われた。 

消費者金融「シティズ」 自営業者Ａさん 

①貸付契約 

年29%の利息で 

300万円を貸し付ける。 

 

 

②返済が滞る 

「借り手は自分の意思で契約に

応じ、上限を超える利息も任

意に支払った」と主張 

年 29%で計算し、未払い分約

189万円の返済を求める。 

「利息を任意に払ったとは言

えない」と法定利息で計算し、

残高は約109万円だと主張 

 

■判 決 この契約にある特約は、債務者に対して超過

部分の金利の支払いを事実上強制することになり、みなし弁

済規定は適用されない。 
 

グレーゾーン金利の問題

はこれまでも再三取り上げ

られてきたが、①利息制限

法が法務省、出資法が法務

省・金融庁と所管が異なる

こと、②貸金業規正法が議

員立法で、改正も同様に行

われてきたことなど、成り

立ちが複雑なこともあり、

問題が放置されてきた。 

しかし、最高裁が今年の

１月、グレーゾーン金利での

貸し出しを事実上認めない

判断を示したことで、見直

しの方向で動きが加速した

（図４）。 

金融庁「貸金業制度等

に関する懇談会」は、利

息制限法（年１５～

２０％）を上回る高い金

利で貸し出しても刑罰

に問われない『グレーゾ

ーン金利の廃止』で中間

整理をしており（図５）、

６月までに最終提言を

まとめる予定である。 

それを受けて、関連法

の改正案を今秋の国会

に提出する見通しであ

る。 

図５ 懇談会の上限金利の引き下げ案のイメージ 
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■引き下げ案の一例 
 

元本10万円未満 
10万円以上 

100万円未満 
100万円以上 

年20.0% 18.0% 15.0% 
 
出典：日本経済新聞（平成18年4月19日） 

 
 
 
 都では、主に登録業者に対する検査指

導に取り組んでいる。平成１４年８月、

違反情状が特に重い業者に対し、全国初

の登録取消し処分を発動した。その後も

積極的に取組み、平成１７年度には、

２６６件（平成１６年度の２倍）となった。 

 また、平成１８年度第１回定例会にて

「出資法及び貸金業規制法の改正に関

する意見書」を可決・提出している。 
 

表１ 処分件数の推移 
 

年度 13 14 15 16 17 

行政処分総件数 11 170 246 617 565 

登録取消し 

（違反情状が特に重い） 
0 20 76 130 266 

登録取消し 

（欠格条項該当業者） 
11 15 18 89 17 

所在業者 0 119 137 398 265 

内
訳 

業務停止命令 0 16 15 0 17 
 

出資法 利息制限法 

利息制限法に一本化 

グレーゾーン金利 

都の取組み 



３ 諸外国の動き 

 消費者向けの金融を考える上で、先進諸外国の規制と比較してみる(図6)。 

金利は、市場金利に連動させた基準とする国(ドイツ・フランス)や市場の中で決まると

して基準を示さない国(アメリカ)と、市場取引の中で変動するという考えが根底にある。 

 また、開業規制を見ると、免許を持った銀行等の金融機関が、日本の消費者金融的な役

割を果たしている国が多い。 
 
図６ 貸金業の金利規制等に関する国際比較 
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消費者金融に

関する規制は、連

邦法ではなく主

として州法によ

ってなされてい

る。法定利率 6%

を若干上回る 8

～12%を約定最高

利率としている

州が最も多い。 

概ね 40%を超

えると暴利とさ

れる。 

（消費者信用法

では、裁判所が暴

利的信用取引と

認める場合には、

契約を再締結さ

せることができ

るとしている。） 

中央銀行が公

表する市場金利の

2倍又は12%を超

える金利を無効

とする。 

フランス銀行

が調査・発表する

金融機関平均実

質利率に 1と 3

分の 1を乗じた

数値を超過する

ものを無効とす

る。 

開

業

規

制 

貸金業規正法

に基づく登録制。 

州法に基づく

免許制。 

〈例:ニューヨーク州〉 

※2万5千ドルまでの 

（※日本円：約 280万円）

個人向け融資で

利率を 16%超と

する場合に免許

が必要。 

※2万5千ポンド以下 

（※日本円：約500万円） 

の個人向け貸金

の場合、消費者信

用法に基づく免

許制。 

貸金業は信用

機関（いわゆる銀

行）のみ行うこと

ができる。 

信用機関は、信

用制度法に基づ

く免許制。 

貸金業は信用

機関（銀行又は金

融会社）が行うこ

とができる。 

信用機関は通

貨金融法典に基

づく免許制。 

出所：金融庁資料、法律時報．77（平成16年8月号） 

４ 今後の課題 

グレーゾーン金利を撤廃したとしても、貸し手による過剰融資や安易な借り入れによる

多重債務など、根底にある問題は残る。解決に向けて、貸金業者が行う過剰貸付けや契約・

取立てに対する監視・規制を強化すること、消費者の安易な借金を防止するための広報・

啓発・消費者教育を積極的に展開することなど、幅広い対策を推進する必要がある。  

また、破綻する消費者を減少させるという消費者保護の観点からは、違法な金利で貸付

を行う闇金融の取締りをさらに強化することなども重要である。 
 



時 の 話 題   ～ 平成１８年度 第６号（Ｈ１８．５調査情報課）～ 

 新薬と比較して、低価格が特徴のジェネリック医薬品。

欧米諸国では、医療費抑制のため積極的に使用されてい

る。日本でも、本年４月から使用促進のため処方せんの様

式が変更された。今回の変更を機に、ジェネリック医薬品

の普及に弾みがつくことが期待されている。 

１ ジェネリック医薬品とは 

 ジェネリック医薬品（後発医薬品）とは、新薬（先発医薬品）の独占的販売期間（有効

性・安全性を検証する再審査期間及

び特許期間）が終了した後、新薬と

同じ有効成分で効能・効果、用法・

用量が同一であるとの承認を受けて

発売される医薬品である。「ジェネリ

ック」とは「一般的な」「普及した」

という意味の英語だが、欧米では、

有効成分の一般名(ジェネリックネ

ーム)で処方されることが多いため

ジェネリック医薬品と呼ばれてい

る。 

 ジェネリック医薬品は、新薬の臨

床使用経験を踏まえて開発・製造されており、新薬に比べ試験項目が少なく、開発期間、

経費を要しないため(図１)、新薬の７割以下の低価格で販売されている。(図２） 
 

 

図２ ジェネリック医薬品の価格設定方法 
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図１ 新薬とジェネリック医薬品の開発過程の比較 

⇒発売 

⇒発売 


